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一般社団法人 広島県医師会長 様 

  

 

広島県健康福祉局疾病対策課長 

（〒730-8511広島市中区基本町10-52） 

 

 

特定医療費（指定難病）及び小児慢性特定疾病医療受給者証における 

「適用区分」欄の記載廃止について（通知） 

 

 

 平素より本県の特定医療費（指定難病）及び小児慢性特定疾病医療費助成制度の運用に

ついては、御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、現在、都道府県・指定都市等が行っている医療保険者に対する高額療養費に係る

所得区分の照会等の事務（以下「保険者照会」という。）については、オンライン資格確

認により、患者の所得区分を正確に確認することができるようになったこと等から廃止す

るとの方針が、別紙写しのとおり示されました。 

このことにより、特定医療費（指定難病）及び小児慢性特定疾病医療受給者証（以下

「医療受給者証」という。）の様式から、所得区分を記載する「適用区分」欄が削除され

る予定となっております。 

 このため、本県においても次のとおり保険者照会及び医療受給者証の「適用区分」欄へ

の所得区分の記載を廃止（欄に「－」を記載）することとしますので、御了知いただくと

ともに、各市郡地区医師会及び会員に対し周知をいただくようお願い申し上げます。 

  なお、医療受給者証の発行（更新）を行う受給者への周知については、当課から別に

案内します。 

 

 

【廃止の時期及び対象地域】 

特定医療費（指定難病）  

 ・次期更新発行分の医療受給者証（有効期間令和７年 12月１日～令和８年 11月 30日） 

及び新規発行する医療受給者証から廃止 

・広島県が所管する広島市を除く県内 22市町の受給者 

 

小児慢性特定疾病 

 ・次期更新発行分の医療受給者証（有効期間令和８年 １月１日～令和８年 12月 31日） 

及び新規発行する医療受給者証から廃止 

・広島県が所管する広島市、福山市、呉市を除く県内 20市町の受給者 

                                                                                 

         

 

担当：疾病対策グループ 

電話：082-513-3070 

（担当：垣内） 



 

事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

各          難病対策担当課 御中 

   

 

 

各          小児慢性特定疾病対策担当課 御中 

 

 

 

   厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課 

 

 

医療保険における所得区分の照会等に係る事務の廃止について（事前連絡） 

 

 

 難病対策及び小児慢性特定疾病対策の推進につきましては、平素より格別の御協力をい

ただき厚く御礼申し上げます。 

 

医療保険における所得区分（以下単に「所得区分」という。）の照会等に係る事務（以下

「保険者照会」という。）については、「難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第

１項に規定する特定医療及び特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に

係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」（平成 26年 12月

26日付け健疾発 1225第２号）及び「児童福祉法第６条の２第２項に規定する小児慢性特定

疾病医療支援に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」

（平成 26 年 12 月 26 日付け雇児母発 1226 第１号）により対応いただいているところ

ですが、地方分権提案募集等において、自治体・保険者の事務負担が過重になっているこ

とや、保険者から回答が得られないケースがあるなどの課題が指摘されておりました。ま

た、令和５年４月より保険医療機関・薬局において、オンライン資格確認の導入が原則と

して義務づけられ、その上で令和６年 12月から健康保険証の新規発行が停止され、資格確

認方法が原則マイナ保険証によるオンライン資格確認に移行したことに伴い、基本的に指

定医療機関はオンライン資格確認により患者の所得区分を正確に確認することができるよ

うになっております。 

そのため、現在、保険者照会の廃止に向けて対応を進めておりますので、下記のとおり

お知らせいたします。貴課におかれても御了知いただくとともに、貴管轄下の指定医療機

関への周知方についてお願いいたします。 

 なお、本事務連絡については、保険局と協議済みであることを申し添えます。 
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１．スケジュール（予定）について 

 健康保険法施行令等の改正や関係通知の改正の措置を行い、令和７年中から廃止すること

を予定しております。 

 

２．保険者照会廃止後の所得区分の確認方法について 

 受給者証への所得区分等の記載を廃止いたしますので、指定医療機関においては次の方法

により所得区分を確認することといたします。 

（１）オンライン資格確認又は限度額適用認定証等により所得区分の確認ができる指定医療   

機関 

①マイナ保険証の場合 

患者がマイナンバーカードをカードリーダーに置くことで、オンライン資格確認等シス

テムから患者の資格情報を取得・取込します。 

②資格確認書（健康保険証）の場合 

患者が資格確認書（健康保険証）を提示し、指定医療機関が記号番号等を入力すること

で、オンライン資格確認等システムから患者の資格情報を取得・取込します。 

③限度額適用認定証等の提示を受ける場合 

限度額適用認定証等に記載された所得区分を確認します。 

 

（２）所得区分の確認ができない指定医療機関 

 所得区分を一般みなし区分（※）として取り扱うことといたします。 

また、この取扱いに伴う高額療養費の給付額の事後調整は行わないことといたします。 

（※）一般みなし区分とは以下を指します。（金額については現時点のものであるため、 

今後、高額療養費の基準が見直された場合は置き換えてご対応ください。） 

①70歳未満の者       適用区分ウ：80,100円＋（医療費－267,000円）×１％ 

②70歳以上の者（入院療養） 適用区分一般：57,600円 

③70歳以上の者（外来療養） 適用区分一般：18,000円 

 

３．償還払いの対応について 

 保険者照会の廃止により、自治体において所得区分の確認ができなくなるところ、償還払

い等の際には、申請書の指定医療機関の証明欄に所得区分の記入を求める等の対応により、

確認する方法が考えられます。 
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